
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 三重県鳥羽市相差町 2031 番地 10 

 有限会社 マルミ商会 

 代表取締役 中世古 美善 

工 事 名 旧桃取小学校避難所生活環境改善工事 

工 事 場 所 鳥羽市  桃取町   地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 下記変更契約理由と同じ 

当 初 契 約 年 月 日 令和 7年 12月 23日 

変 更 契 約 年 月 日 令和 8年 4月  8日 

当 初 工 事 期 間 令和 7年 12月 23日 ～ 令和 8年 5月 15 日 

変 更 後 工 事 期 間 令和 7年 12月 23日 ～ 令和 8年 5月 15 日（元期限通り） 

当 初 契 約 金 額 22,121,000 円（税込み） 

変 更 金 額 1,414,600 円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 23,535,600 円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するもの

とする。 

 

１） 天井板の破損個所を取替えるため、詳細な調査を行ったところ、

既存の照明器具等が老朽化や雨漏りの影響により破損しているこ

とがわかったため、取替を行うものである。 

 

２） 既存防水層を撤去したところ、想定以上に躯体のひび割れがあっ

たため、補修等を行うものである。 

 

３） 施工段階において、屋上にある既存の機器等を詳細に調査したと

ころ、老朽化等により破損しており、強風等により落下する可能

性があるため、安全面を考慮し撤去等を行うものである。 

 

なお、その他、諸数量の移動や仕様の変更については、上記理 

由、定例会議による打合せ及び現場精査等によるものである。 

 


